
１．外来機能分化の推進に係る現状等について

２．紹介状なしで受診する場合等の定額負担について

３．紹介・逆紹介の推進について

４．医療資源重点活用外来を地域において基幹的に担う医療

機関に係る評価について

４－１ 当該医療機関に係る評価について

４－２ 医療機関間連携に係る評価について

５．論点
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 かかりつけ医機能を有する医療機関等から紹介された患者に対して継続的な診療を行っている
場合に、紹介元のかかりつけ医機能を有する医療機関等からの求めに応じて、患者の同意を得
て、診療情報の提供を行った場合の評価を新設する。

（新） 診療情報提供料（Ⅲ） 150点
［算定要件］
（１） 他の保険医療機関から紹介された患者について、他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した
場合に、提供する保険医療機関ごとに患者１人につき３月に１回に限り算定する。
（２） 妊娠している患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要性を認め、患者の同意を得て、当該患者を紹介した他の保険医療機関に
情報提供を行った場合は、月１回に限り算定する。

[対象患者]
① 地域包括診療加算等を届け出ている医療機関から紹介された患者 ③ 地域包括診療加算等を届け出ている医療機関に紹介された患者

② 産科医療機関から紹介された妊娠している患者又は
産科医療機関に紹介された妊娠している患者
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かかりつけ医と他の医療機関との連携の強化

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 患者にとって必要な情報提供や相談支援の推進 －②

例：生活習慣病の診療を実施

患者を紹介

診療状況を
提供

例：合併症の診療を実施

例：妊娠の経過中に、
血糖値以上に対して
保険診療を実施

患者を紹介

診療状況を
提供

例：妊娠糖尿病等に対して
継続的な診療を実施

患者を紹介

診療状況を
提供

例：専門的な診療を実施

※ 地域包括診療加算等は、地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医
学総合管理料（在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。）若しくは施設入居時等医学総
合管理料（在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。）を指す。

例：体調が悪いときに
しばしば受診

［施設基準］
（１）当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
（２）算定要件の（２）については、当該保険医療機関内に妊娠している者の診療を行う
につき十分な経験を有する常勤の医師が配置されていることが望ましいこと。

地域包括診療加算等を
届け出ている医療機関

診療情報提供料（Ⅲ）を算定 地域包括診療加算等を
届け出ている医療機関

診療情報提供料（Ⅲ）
を算定

診療情報提供料（Ⅲ）を算定産科又は産婦人科を
標榜する医療機関



医療機関間の連携の具体例
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○ 例えば、糖尿病の患者について、糖尿病の治療管理を行っている医療機関から、糖尿病網膜症に対する専門的治療
の必要性を認め、他の医療機関への紹介を行う場合、診療情報提供料（Ⅰ）の算定が可能である。

○ 紹介先の医療機関において、糖尿病網膜症を継続的に治療する場合、紹介元の医療機関からの求めに応じて、情報
提供をする場合がある。情報提供を行う際に、算定に必要な要件を満たしている場合、３月に１回に限り診療情報提供
料（Ⅲ）が算定可能である。

糖尿病の管理を行っている医療機関の
求めに応じて、糖尿病網膜症に関する

指導内容や今後の治療方針について情報提供

Ａ.糖尿病の管理を
行っている
医療機関

眼科医療機関において
継続的な糖尿病網膜症の

管理を実施

糖尿病網膜症の治療に当たり紹介を行う

他の医療機関での診療を
踏まえた医学管理を実施

Ｂ.糖尿病網膜症の
治療を行う
医療機関

Ａ医療機関がかかりつけ医機能に係る届出を行っ
ており、また、

Ｂ医療機関が禁煙の施設基準を満たし、かつ、
Ａ医療機関の届出を把握している場合

Ｂ医療機関がかかりつけ医機能に係る届出を行っ
ており、かつ、

禁煙の施設基準を満たしている場合

診療情報の提供を眼科医療機関に求める

【診療情報提供料（Ⅰ）】
A医療機関において算定が可能

【診療情報提供料（Ⅲ）】
Ｂ医療機関において算定が可能となるケース

Ｂ医療機関としては、Ａ医療機関の届出状況
を把握していない／できない場合

Ｂ医療機関はかかりつけ医機能ではなく、専
門医療機関としての役割を担っているため、
かかりつけ医機能に係る届出を行っていな

い場合

【診療情報提供料（Ⅲ）】
Ｂ医療機関において算定できないケース

中 医 協 総 － １
３ ． １ ０ ． ２ ０



医療機関間の連携の具体例（医療資源重点活用外来の場合）
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○ 例えば、糖尿病で通院中の患者について、糖尿病の治療管理を行っている医療機関から、糖尿病性腎症にかかる診
断・定期的な評価等の必要性を認め、腎臓専門医がいる医療資源重点活用外来へ紹介を行う場合があり、他の紹介
類型と同様に、診療情報提供料（Ⅰ）の算定が可能である。

○ 紹介先の医療資源重点活用外来において、糖尿病性腎症について定期的な評価をする場合、紹介元の医療機関か
らの求めに応じて、情報提供をする場合がある。情報提供を行う際に、算定に必要な要件を満たしている場合について
は、３月に１回に限り診療情報提供料（Ⅲ）が算定可能である。

糖尿病の管理を行っている医療機関の
求めに応じて、糖尿病性腎症に関する

指導内容や今後の治療方針について情報提供

Ａ.糖尿病の管理を
行っている
医療機関

糖尿病性腎症の
診断・定期的な評価

を実施

腎機能低下の診断・評価について紹介を行う

他の医療機関での診療を
踏まえた医学管理を実施

Ｂ.腎臓専門医
がいる

医療資源重点
活用外来

Ａ医療機関がかかりつけ医機能に係る届出を行っ
ており、また、

Ｂ医療機関が禁煙の施設基準を満たし、かつ、
Ａ医療機関の届出を把握している場合

Ｂ医療機関がかかりつけ医機能に係る届出を行っ
ており、かつ、

禁煙の施設基準を満たしている場合

診療情報の提供を求める

【診療情報提供料（Ⅰ）】
A医療機関において算定が可能

【診療情報提供料（Ⅲ）】
Ｂ医療機関において算定が可能となるケース

Ｂ医療機関としては、Ａ医療機関の届出状況
を把握していない／できない場合

Ｂ医療機関はかかりつけ医機能ではなく、医
療資源が重点的に活用される外来としての
役割を担っているため、かかりつけ医機能に

係る届出を行っていない場合

【診療情報提供料（Ⅲ）】
Ｂ医療機関において算定できないケース



（医療資源重点活用外来について）

○ 医療資源が重点的に活用される外来医療として、外来化学療法を行う外来や、日帰り手術を行う外来のようなものがあ
る。一方、医療資源が重点的に活用される入院医療を提供する際も、治療前の説明・検査や治療後のフォローアップのた
め、同一の医療機関で入院前後に外来医療が提供される。

○ 地域医療支援病院における紹介患者に対する医療提供、病床や高額医療機器等の共同利用、24時間救急医療の提供
等の評価として、地域医療支援病院入院診療加算を設けている。

○ 医療資源重点活用外来を基幹的に担う医療機関を定めることで外来の機能分化を行うことにより、同医療機関において
は、より重点的に質の高い入院医療を実施することが可能になる。

○ かかりつけ医機能を有する医療機関等から紹介された患者に対して継続的な診療を行っている場合に、紹介元のかか
りつけ医機能を有する医療機関等からの求めに応じて、患者の同意を得て、診療情報の提供を行った場合の評価として、
令和２年に診療情報提供料（Ⅲ）を新設した。

○ 腎臓専門医がいる医療資源重点活用外来において、糖尿病の治療管理を行っている医療機関から紹介された、糖尿病
性腎症の診断・定期的な評価等の必要な患者について、紹介元の医療機関からの求めに応じて情報提供をする際に、医
療資源が重点的に活用される外来としての役割を担っているため、かかりつけ医機能に係る届出を行っておらず、診療情
報提供料（Ⅲ）を算定できない場合がある。
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医療資源重点活用外来についての課題（小括）


